
 
 

「多様な学校づくり」を実現するために―署名のお願い― 
 
 
 私は、現在公立学校に子どもを通わせ、また週末のシュタイナー教育活動にかかわっている一
母親であり、「多様な学校づくりのできる社会」の実現を願っている一市民です。その立場から２
年に渡って参加してきた「教育の多様性の会」のＭＬでは、私たちの社会に多様な教育がなぜ必
要なのか、まさに多様な観点からの話し合いが行われてきました。このほど５名の有志の方によ
り、「多様性の会」の枠をさらに越えた「新しい教育制度を考える市民の会」が発足し、国会議員、
マスコミ、地方自治体及び政府機関等に宛て、制度改革に関する具体的な要望書を提出する運び
になりました。発起人の一人である古山明男氏よりすでに呼びかけがあり、この要望書に賛同す
る人々の署名が集まり始めています。要望書には現状制度の問題点とオルタナティブ教育の必要
性や未来の展望が簡略にまとめられており、現在の教育に不安を覚える「当事者」側の認識もま
た、改めて整理することができます。この要望書に賛同される方は、市民としての意思を署名と
いう形に変えて、ともに届けませんか？ＰＣ環境のない方には要望書と署名フォームをお送りす
ることもできます。お問合せください。 

西田章子 那須町高久甲 4453-248  
（教育の多様性の会） 

 
※ご署名は以下の方法にてお願いいたします※ 

 

○「初等中等教育の制度改革を求める要望書」ウェブ・サイトより直接署名ができます。 
http://www.asahi-net.or.jp/~ru2a-frym/giin_youbousho.htm 

 
○以下の署名フォームにご記入の上、西田章子まで FAX または郵送、手渡しでお届けく

ださい。 
とりまとめて発起人までお届けします。  

西田章子 Tel＆Fax 0287-60-5315 〒325-0001 那須郡那須町高久甲 4453-248 
 

 
※今回の署名は、リコール等の直接請求の署名ではありませんので、直筆による署名を先方に届ける必要はないことは確
認済みです。いただいた署名はとりまとめて、リストにして発起人に届けます。中教審あて要望書の署名者リストは、同
上のウェブ・サイトより閲覧できます。 
  

氏   名 職  業 役 職 住  所 

    

    

    

    

http://www.asahi-net.or.jp/~ru2a-frym/giin_youbousho.htm


「多様な学校づくり」に署名を求める趣意書  ２００４年２月２１日 

 

 このたび私たちは、多様な教育を行う学校を設置容易にすることを求めて、国会議

員向けに要望書をまとめました。 

 
初等中等教育の制度改革を求める要望書―「多様な学校づくり」をめざして― 
http://www.asahi-net.or.jp/~ru2a-frym/giin_youbousho.htm（署名可能） 

 

 現在、教育に対するニーズは著しく多様化してます。 

 また、学校を自由に設置できることと、親が教育を選べることは、基本的人権の一

部です。これは、先進諸国での常識となっています。 

 日本では現在、ＮＰＯや有志の教員などが、新しい取組や運動を全国各地で展開し

ています。しかし、法令の厳しい規制により、独自の学校を作ることができません。 

 そこで私たちは、現行制度とは別枠で「設置容易」「自律的」「自己責任」を原則と

する学校を作れるようにすることを求めています。 

 

 このような学校が存在することにより、次のようなことが期待できます。 

  ○多様なニーズに速やかに対応できる 

  ○革新的な教育方法を開発・実践できる 

  ○社会を活性化できる 

  ○受験競争を緩和できる（教育の価値観の多元化） 

 

 具体的には、私立学校タイプと、公設民営型学校タイプの二つを提言しています。 

 

 趣旨に賛同いただき、ご署名をお願いしたい次第です。個人、団体、いずれでもけ

っこうです。よろしければ、職業、役職名も添えていただければ幸いです。 

 

 なお、中央教育審議会宛に同様の意見書を提出してあります。また、多少バージョ

ンを変えた同様の要望書、意見書を、マスコミ、地方自治体、政府機関等にも提出す

る予定があり、ご署名は、それらのバージョンにも使わせていただくことを御了解く

ださい。 

 

 

 

発起人（新しい教育制度を考える市民の会） 

  

加藤幸次（上智大学教授） 

 竹内延彦（教育改革ネット） 

 十時崇 （日本型チャータースクール推進センター） 

 古山明男（教育の多様性の会） 

 室田真一（構想日本） 

http://www.asahi-net.or.jp/~ru2a-frym/giin_youbousho.htm
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国会議員への要望書 

 
                                    平成１６年２月吉日 

                                               新しい教育制度を考える市民の会 

 

初等中等教育の制度改革を求める要望書 
− 「多様な学校づくり」をめざして − 

   
  
この度、私たちは、初等中等教育レベルにおいて「多様な学校づくり」を実現するため、
現行制度の改革を求める要望書をまとめました。 
 
   今日、教育に対する国民の考え方やニーズは著しく多様化しています。これに対し、教育
を提供する側でも、既存制度の枠を超えて「教育の多様性」を求める動きが盛んとなってお
り、ＮＰＯや有志の教員などが、新しい取組や運動を全国各地で展開しています。 
        
  しかし現在、教育の多様性の大前提となる「多様な学校づくり」は非常に厳しい状況にあ
ります。例えば、構造改革特区制度では、「不登校児等」に限らない一般児童も対象としたＮ
ＰＯ法人立学校や、小中学校レベルでの「公設民営型学校」は、全く認められていません。
こうした学校は、文科省下の中央教育審議会が昨年 12 月に出した中間答申でも認められず、
今年３月に出される最終答申でも同様の結論が出ることが確実視されています。このままで
は、日本の社会において、教育の多様性が損なわれてしまう事態は避けられません。 
 
  私たちは、これらの学校には、その期待される教育効果と民間での長年の実績から、標準
的な教育（主に公立学校）と同様の「公益性」が十分にあると考えます。多くの先進諸国で
は、「学校設置の自由」が幅広く認められ、多様な学校が数多く運営されているのが通例です。
したがって、日本においても、こうした独自性の高い学校が正式に認められ、標準的な教育
と相互補完して発展することにより、教育の多様性が実現されることを切に望みます。 
         
  当要望書と同様の意見書をすでに文科省及び中央教育審議会に提出しています。国会議員
の皆様におきましても、当要望書をたたき台として、多様な学校づくりを実現するために、
立法化も含めた必要な措置を是非とも取っていただけますよう、よろしくお願い申し上げま
す。 
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第１部 基本的な考え方 
 
 
１ 「多様な学校づくり」とは 
 
（１）その意味は？ 
  公立学校等の「標準的な教育を行う学校」とは別枠で、教育方法や運営などで独自性の高い学
校を（数多く）作ることを認め、社会に存在する学校を多様化すること。ここでは「小学校・中
学校」の義務教育レベルを対象とする。 
  ある調査によると、学校設置が容易な先進諸国では「標準的な教育」を行う学校（主に公立学
校）に対し、「独自性の高い教育」（主に私立学校）を行う学校は１割前後である。少数派ではあ
るが、この１割が教育システム全体の柔軟性を保つのに寄与する。 
 
（２）日本での実践例（独自性の高い学校） 
  不登校児童等を対象とした各種フリースクール、シュタイナーやフレネの教育を行う学校など。
ただし、これらに限定せず、教育方法の独自性の高い学校を含む。    
 
（３）メリットは？ 
○多様なニーズに速やかに対応できる 
  既存の学校が対応できない多様なニーズに、より迅速かつ柔軟に対応できる。 
○教育方法の革新が容易である 
  既存の枠に縛られずに革新的な教育方法を開発・実践でき、その成果を広めやすい。 
○社会を活性化できる 
  独自な教育を受けた人間が社会に適度な多様性と革新性をもたらし、社会を活性化する。 
○受験競争を緩和できる（教育の価値観の多元化） 
  独自教育の中には人格面を重視するのも多く、教育観を多元化し、受験競争を緩和する。 
 
 
２ 現行制度の問題点 
 
（１）学校としての正当性を得られない 
  現在草の根で運営されている私的な学校は、法規制によって正規の学校となっていない。その
ため、学校運営が不安定なうえ、十分な社会的信用も得られていない。 
 
（２）私学の設置が容易でない 
  現行で私立学校を設置するには、施設要件が厳しく財政負担も大きい。そのため、意欲と能力
をもつ個人や団体が、経済力に関係なく学校を作るのは非常に困難である。 
 
（３）教育内容で独自性が出せない 
  現行では、公私を問わず学校の教育内容には画一的な基準（学校指導要領）を課されているの
で、教育の多様性の前提である学校の「独自性」を発揮するのが難しい。 
 
 
３ 制度改革のポイント  
 
（１）上記の独自性の高い学校を、学校教育法１条にある学校と同等の学校として認定する。 
（２）正規の学校としての認定には、一定の要件を満たす必要があるが、「容易な設置」、「運営の
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自律性」、「自己責任」に重きを置くことを原則とする。 
（３）教育の独自性を重視する観点から、現行の学校法人とは別体系で法的措置を講じる。 
（４）教育の公共性、安定性・継続性を確保するため、「評価・点検」及び「セーフティ・ネット」
の面で十分な配慮を行う。 
 

 
第２部 具体的な要望（必要な法的措置等） 

                       
 
１ 内容 
 
多様な学校づくりは、１）私学型：ＮＰＯ法人立学校、特区学校法人、株式会社立学校、２）
自治体協力型：公設民営型学校（チャーター・スクール型。自治体が設置し、自治体以外の主体
が運営を担う学校）の二つのタイプ（学校形態）によって実現する。株式会社立学校はすでに具
体化されているため、特に以下を要望する。 
  （１）NPO 法人、特区学校法人による学校の設置・運営の自由度をより高める。 
  （２）「公設民営型学校」を義務教育（小中学校）レベルで認める。 
  以上の要望は、当面は、構造改革特区等を活用して現行法令に特例を設けることで実現をめざ
すが、将来的には、各学校形態に即して独自の法体系を整備することが求められる。 
 
 
２ 必要な法的措置 
 
《私学型の学校づくり》 
 
（１）対象（設置主体） 
ＮＰＯ法人、特区学校法人 
（２）設置条件 
施設・設備（特に校舎・運動場の面積）、所有資産などの設置条件を地域の実情に合わせて緩和

することを認める。なお、ＮＰＯ法人立学校が公立学校の廃校施設を借用する場合、当施設に要
した国補助金の返還を自治体が国から求められないこととする。 
（３）認可方法 
市町村自治体が「地域教育審議会（仮称）」（地域住民の意思を踏まえた自治体の諮問機関）の
答申に基づいて認可する。認可基準は、教育の独自性を尊重し、１）施設の衛生・安全、２）生
徒の人権保護、３）一般の法律に反しない運営、など、最低限の教育条件に限る。 
（４）教育内容 
一般の法律違反とならない限りで独自の教育を認める。外部への情報公開を徹底する。 
（５）校内運営 
原則として各学校に任せる。入学対象者は「不登校生徒等」に限定しない。 
（６）教員採用 
学校側の判断に任せる。対象者を教員免許状保有者に限らない。 
（７）財政措置 
現行の学校法人と同様の「私学助成」及び「税制上の措置」を適用する。 
 
《自治体協力型の学校づくり（公設民営型学校）》 
 
（１）設置と管理（運営） 
現行の「設置者管理主義」を離れる。自治体以外の主体による学校運営を可能に。 
※設置者と管理者の権限・責任については下記の「（５）校内運営」を参照 
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（２）運営主体（申請者）の資格 
「個人」または「団体」。ただし、以下の方法により「自治体による事前認可」が必要。 
（３）認可方法 
申請者は自治体に運営計画を出し、一定期間の認可を受ける。認可主体は、自治体の下に設置
される「地域教育審議会（先述）」とする。 
（４）教育内容 
多様なニーズに応える範囲で公立学校基準を離れることを可能に。地域教育審議会が教育内容
に関する評価基準を設け、定期的に（事後）評価を行う。 
（５）校内運営（権限と責任） 
運営は学校側に任せ、責任も学校側が負うことが原則。ただし、学校事故等の賠償責任は自治
体が負う。具体的な権限（責任）範囲は、自治体との間で事前に定めておく。 
（６）教職員の人事 
○県費負担教職員の任命・配置 
    公立学校の教職員（県費負担教職員）を一定数配置できるようにする。その際、教育委員会

は学校側の要望を実現するよう最大限努める。なお、服務監督権は学校が持つ。 
  ○県費負担教職員の人事異動 
   ＊設置申請者が県費負担教職員である場合 
    長期在任することを原則。 
   ＊公設民営学校に配置される場合 
     各教職員及び学校側の希望が活かされるように「特別な配慮」を行う。 
   ＊一般公立学校にもどる場合 
     学校側の同意が必要。ただし、本人の希望を優先。 
  ○学校による独自採用 
    学校が必要とする人数の独自採用を認める。なお、同職員は、県費負担教職員と同等の待遇

を受けるが、当校との雇用関係終了後に他の公立学校が雇用する義務はない。 
（７）財政基盤の確保 
原則として自治体が必要な経費を負担する。実情に応じて、保護者の負担を考慮した範囲での
授業料徴収を可能に。 
 
 
３ 評価・点検とセーフティネット 
 
（１）評価・点検 
＜私学型タイプ＞ 
学校利用者による自己評価・点検を原則。前述の審議会も定期的な点検を行う。審議会の評価
基準は、利用者の満足度、運営計画の実行度など多面的なものとする。 
  ＜自治体協力タイプ（公設民営型学校）＞ 
  地域教育審議会が定期的な評価・点検および認可期間終了時の審査を行う。評価基準は、認可
時の運営計画の実行度、経営上の問題や予期せぬ弊害が発生していないかを中心とする。認可期
間終了時の評価と審査の結果、問題が大きい場合、認可は更新されない。 
 
（２）セーフティ・ネット 
上記の学校から一般の公立学校へ生徒が移ることは可能。学校閉鎖時も、全国に張り巡らされ
た公立学校網が最低限のセーフティ・ネットとなる。転校生あるいは帰国子女と同様の処遇で対
処できる。なお、同種の教育を行う学校が多数存在するようになれば、より被教育者側の利益に
沿ったセーフティ・ネット構築が可能となる。 
 
以上 


